
平成１４年１月１１日判決言渡
平成１３年（ワ）第２０００号　損害賠償請求事件
                        主　　　　文
  １　被告は原告に対し，金７４万３４３４円及びこれに対する平成１３年８月７
日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
  ２  原告のその余の請求を棄却する。
  ３　訴訟費用はこれを７分し，その６を原告の負担とし，その余を被告の負担と
する。
  ４  この判決第１項は仮に執行することが出来る。
                        事　　　　実
第１　当事者の求めた裁判
  １　請求の趣旨  
    (1)　被告は原告に対し，金４９３万３１２７円及びこれに対する平成１３年８
月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
    (2)　訴訟費用は被告の負担とする。
    (3)　仮執行宣言
  ２  請求の趣旨に対する答弁
    (1)　原告の請求を棄却する。
    (2)　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者の主張
  １　請求原因
    (1)　被告は，平成１３年１月３０日当時，「Ａ」と名付けた雄の雑種中型犬
（以下「本件飼犬」という）を，京都府久世郡ａ町内の被告が代表者を務める訴外
株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という）の本店建物（１階が作業場，２階が事務所になっ
ている，以下「本件建物」という）の１階で飼育していた。
    (2)　原告は，同日午後３時３０分頃，本件建物１階で，左前腕から肘付近を本
件飼犬に咬み付かれた（以下「本件事故」という）。
    (3)　原告は，本件事故により，左前腕犬咬創等の傷害を負い，本件事故当日か
ら同年６月４日までの間，Ｃ病院及びＤ病院に通院したが，左前腕から同手関節に
かけて疼痛及びしびれの，左前腕に醜状瘢痕の各後遺障害が残った。
    (4)　原告は，本件事故によって次の損害（合計５１７万４０１３円）を被っ
た。
      ア　治療費（労災保険給付を受けた）                １４万３５６８円
      イ  自宅療養雑費              　　　　　　　　　　  １万００００円
      ウ　診断書作成費用               　　　　　　　　　　   ６０００円
      エ　付添人交通費等　　　　　　　　　　　　　　　　　６万００００円
      オ  傷害慰謝料             　　　　　　　　　　   ８０万００００円
      カ　休業損害（労災保険給付を受けた部分）　　　　　　９万７３１８円
      キ　休業損害（労災保険給付を受けなかった部分）　　　６万４８７８円
      ク  後遺障害慰謝料        　　　　　　　　　　  ２００万００００円
      ケ  後遺症による逸失利益   　　　　　　　　　　 １４９万２２４９円
      コ  弁護士費用               　　　　　　　　　　 ５０万００００円
    (5)　よって，原告は被告に対し，不法行為に基く損害賠償（民法７１８条）と
して，(4)項のイないしオ及びキないしコの合計金４９３万３１２７円及びこれに対
する訴状送達の日の翌日である平成１３年８月７日から支払済みまで民法所定の年
５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
  ２　請求原因に対する認否
    (1)　請求原因(1)(2)の各事実は認める。
    (2)　同(3)(4)の事実は知らない。
    (3)　同(5)の主張は争う。
  ３　抗弁
    (1)　免責
      　被告は，本件飼犬が他人に危害を加えることのないよう，次のとおりの注
意を払って飼育していたから，被告は，民法７１８条１項但し書きによって免責さ
れる。
      ア　被告は，本件飼犬が通行人やＢの来訪者に危害を加えたり，怖がらせた
りすることのないように，本件飼犬を，本件建物の１階奥にある２階へ通じる階段
の踊り場の下付近で，長さ約１メートルの紐でつないで飼育していた。



      イ　被告は，本件飼犬のストレスをためないように，平日は朝約３０分，夕
方約１５分，休日は午前中約３０分の散歩を欠かさなかった。
    (2)　過失相殺
      　本件事故が発生したことについては，原告の次の過失もその原因となって
いるから，損害賠償の額を定めるについては，これが斟酌されるべきである。
      ア　原告は，本件飼犬を触る何らの必要がなかったにも拘わらず，本件飼犬
を触った。
      イ　原告は，本件飼犬との信頼関係が築けていなかったにも拘わらず，不用
意に本件飼犬を触った。
      ウ　原告は，本件飼犬に対し，右手を差し出して左前足で「お手」をさせた
上，さらに左手で本件飼犬の右前足を取りに行き，本件飼犬を怒らせた。
    (3)　損益相殺
        被告は，本件事故に関し，原告に対し金２万円を支払った。
  ４　抗弁に対する認否
    (1)　抗弁(1)に対し
      　抗弁(1)冒頭の事実は争う。同アの事実中，被告が，本件飼犬を，本件建物
の１階奥にある２階へ通じる階段の踊り場の下付近で，紐につないで飼育していた
ことは認め，その余の事実は否認する。紐の長さは約１．５メートルであった。同
イの事実は知らない。
    (2)　抗弁(2)について
      　抗弁(2)冒頭の事実は争う。同アないしウの事実は否認ないし争う。
      ア　原告は，保険会社の外交員であり，Ｂ事務所へは営業のために訪れてい
たのであって，営業に支障を生じさせないためには，本件飼犬との信頼関係を築
き，維持する必要があった。
      イ　原告は，平成１０年ころから１か月に数回の頻度でＢを訪問し，その都
度，帰る際に本件飼犬と遊んでやっており，本件飼犬とは信頼関係が築かれてい
た。
      ウ　原告は，本件飼犬の左前足で「お手」をさせ，続けて右前足で「お手」
を誘ったところ，それまで素直そうにしていた本件飼犬が突然咬みついてきたので
ある。
    (3)　抗弁(3)について
        認める。
  ５　再抗弁（抗弁(1)に対し－免責を妨げるべき事情）
    　本件飼犬は，過去，人を咬んだことが数回あった。本件建物の１階奥で飼育
されている本件飼犬が人と接触する機会があることは十分予想されるのに，被告
は，本件飼犬が人を咬むことを防止する措置を何らとらなかった。
  ６　再抗弁に対する認否
    　再抗弁事実のうち，本件飼犬が本件事故前に人を咬んだことが少なくとも１
度あることは認め，その余は否認する。本件飼犬に咬まれたのは，Ｂの従業員であ
る訴外Ｅ（以下「Ｅ」という）である。
理　　　　由
第１　被告の責任について
  １　請求原因(1)(2)の事実は当事者間に争いがない。
  ２　そこで，抗弁(1)について検討する。
    (1)　上記争いのない事実に証拠（甲１，７，１３の１，甲２２，乙１ないし
６，原告本人，被告本人）及び弁論の全趣旨を総合すると，次の事実が認められ
る。
      ア　当事者
        　原告は，訴外大同生命保険相互会社京都支社に勤務する保険外交員であ
る。被告は，Ｂの代表取締役である。
      イ　本件飼犬の管理状況等
        (ア)　本件飼犬はシェパード犬の血が混ざった雑種中型犬（雄）であり，
気性が荒い。
        (イ)　被告は，平成１３年１月３０日当時，本件建物の１階奥にある２階
に向かう階段の踊り場の下で，１メートルないし１．５メートルの長さの紐で繋留
して本件飼犬を飼育していた。以前，被告は，本件建物１階の入り口シャッターの
外もしくは本件建物内の１階の入り口シャッターに近い場所で飼育していた時期も
あったが，本件建物への来訪者から，本件飼犬が吠えて本件建物へ出入りしにくい



との苦情が出たので，上記場所で飼育するようになった。
        (ウ)　本件建物の１階部分は資材置き場等として利用されており，資材の
搬入，搬出時以外は無人となる時間帯もあった。Ｂの事務所には，資材の搬入，営
業等で毎日１０名以上の訪問者があり，これらの訪問者は，本件建物の入り口シャ
ッターから１階奥の階段に達し，階段を上って２階の事務所に至っていたが，本件
飼犬の飼育場所はその経路からは離れているので，Ｂ事務所への出入りのために本
件飼犬に近づく必要はなかった。なお，Ｂの営業時間中は，入口シャッターが開い
ており，誰でも本件建物１階部分に立ち入ることができ，本件飼犬に接近すること
もできた。
        (エ)　本件事故当時，本件飼犬の繋留場所に，本件飼犬が人を咬むことを
告げる旨あるいは本件飼犬に触らないように注意する旨の表示はなされていなかっ
た。
        (オ)　平成１０年ころ，Ｅが本件飼犬の口先を右手で掴んで引っ張ろうと
したところ，本件飼犬がＥの右手を咬んだことがあった。また，本件飼犬がＢを訪
れた営業マンに飛びかかり，その服が破れたこともあった。本件飼犬が人に危害を
加えた事実として被告が把握しているのは，この２件で全部である。
        (カ)　被告は，平日は朝約３０分間及び夕方約１５分間，休日は午前中約
３０分間，本件飼犬を散歩させることを日課としていた。
      ウ　本件加害行為及びその前後の状況
        (ア)　原告は，平成１０年６月１１日，Ｂやその従業員に保険への加入を
勧誘するため，初めて本件建物を訪れた。その後原告は，同年中は１か月に２，３
回程度，平成１１年になってからは２か月に１回程度，平成１２年１１月以降は月
に数回，本件建物を訪れていた。
        (イ)　原告は，本件建物を初めて訪問した際に本件飼犬に吠えられたこと
から，Ｂやその従業員に対する営業活動を円滑に行うためには，本件飼犬を慣らし
ておくことが必要だと考え，本件建物を訪れた際に，しばしば本件飼犬をかまって
いた。
        (ウ)　本件事故当日，本件建物を訪れ，２階事務所での営業活動を終えて
１階に降りた原告は，本件飼犬をかまおうと考え，本件飼犬の前にしゃがみ，右手
を差し出して「お手」と声をかけたところ，本件飼犬は左前足を原告の右手の上に
乗せたので，原告は本件飼犬の左前足を右手で掴んだ。続いて原告は，その状態の
まま，「おかわり」と言いつつ，左手で本件飼犬の右前足を掴もうとしたところ，
本件飼犬は，突然，原告の左前腕部に１回咬み付いた。
        (エ)　これにより，原告は，左前腕部に，深い部分で筋膜直前に達する犬
咬創を受けた。
    (2)　以上の事実に基づいて抗弁(1)について検討する。
      ア　被告は，本件飼犬が他人に迷惑をかけないように配慮して本件建物の１
階奥で飼育していたのであり，本件建物を訪ねる者は，本件飼犬に近づかなくとも
用を足すことが可能であった。また，本件飼犬を散歩させることを日課としていた
事実から，被告が本件飼犬のストレスをためないよう配慮して飼育していたという
ことができる。
      イ　しかし，Ｂの事務所は２階にあって，被告やＢの従業員は１階について
は充分に目が届かないこと，Ｂには毎日１０人以上の訪問者があり，その中に犬好
きの者がいれば，本件飼犬をかまうことも十分予想されること，Ｂの就業時間中
は，本件建物の１階入り口シャッターは開放されていて，誰でも本件建物の１階に
立ち入り，本件飼犬に近づくことが可能であったこと，本件飼犬は気性が荒く，以
前に人を咬んだことがあること等の事実に鑑みると，被告やＢの従業員の目が届か
ないところで人が本件飼犬に不用意に近づくことがないように，貼り紙をして注意
を喚起する等の配慮がなされるべきであって，アの事実だけから，被告が相当の注
意をもって本件飼犬の飼育をしたとまでいうことはできない。
      ウ　よって，被告の免責の抗弁は理由がない。
第２　損害について
  １　原告が被った損害額
    　証拠（甲１ないし５）によると，原告は，本件事故により，左前腕犬咬創等
の傷害を負い，本件事故当日及びその翌日の２日間京都市ｂ区内のＣ病院に，同年
２月１日から同年６月４日までの間京都府宇治市内のＤ病院に（通院実日数は少な
くとも２０日）それぞれ通院したこと，同年２月２日に左前腕挫創縫合術を受けた
こと，同年６月４日症状固定したが，その後も左前腕から同手関節にかけての疼痛



及びしびれ，左前腕部の醜状瘢痕の各後遺症が残ったこと，以上の事実が認められ
る。
    　そして，原告が主張する各損害項目についての当裁判所の判断は次のとおり
であり，当裁判所が認める原告の損害の合計は金２２６万０８００円となる。
    ア　治療費　１４万３５６８円（原告の主張額は同額）
      　これについては，原告は労災保険給付を受けた。（甲１４）
    イ　自宅療養雑費　１４１６円（原告の主張額１万円）
      　証拠（甲１９の２ないし４，原告本人）によると，原告は，自宅療養のた
めに消毒セット（１９４円），ホータイ（２０４円），ホータイセット（１０１８
円）を購入したことが認められるところ，これら（合計１４１６円）は本件事故と
相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
      　なお，証拠（甲１８の１ないし６，原告本人）によると，原告は，傷跡の
皮膚の回復を良くするために，健康食品であるコラーゲン，スクアラン等を購入し
たことが認められるが，これは医師の指示によるものではないと認められる（原告
本人）から，その購入費用を本件事故と相当因果関係のある損害と認めることはで
きず，他に，自宅療養雑費として本件事故と相当因果関係がある損害があったこと
を認めるに足る証拠はない。
    ウ　診断書作成費用　６０００円（原告の主張額は同額）
      　証拠（甲２０の２，４）によると，原告は，本件事故についての法的手続
のためＤ病院に診断書の交付を請求し，その費用として少なくとも６０００円を支
出したことが認められ，これは，本件事故と相当因果関係のある損害と認めるべき
である。
    エ　付添人交通費等　４万７６２０円（原告の主張額６万円）
      　証拠（甲１３の３，原告本人）によると，原告は，本件事故直後，原告一
人では日常生活が送れないので，仙台市内に居住している母に頼んで原告の自宅に
来て貰い，家事や原告の世話をして貰ったこと，母が京都に来るための交通費とし
て，片道２万３８１０円（往復４万７６２０円）を要したことが認められ，これは
本件事故と相当因果関係のある損害と認めるべきである。
      　原告は，母に通院の付き添いをして貰い，その費用を要した旨主張する
が，通院の付き添いの必要性を認めるに足る証拠がない。
    オ　傷害慰謝料　６０万円（原告の主張額８０万円）
      　原告の受傷の程度，治療の内容，通院期間，実通院日数等を総合して勘案
し，原告が受傷したことによる慰謝料としては，６０万円をもって相当と認める。
    カ　休業損害（労災保険給付を受けた部分）　９万７３１８円（原告の主張額
は同額）　
      　証拠（甲１５）によると，原告は，平成１３年１月３０日から同年２月２
０日まで（２２日間）休業し，労災保険から９万７３１８円の給付を受けたことが
認められる。
    キ　休業損害（労災保険給付を受けなかった部分）　６万４８７８円（原告の
主張額は同額）
      　カの金額は原告の平均賃金の６割相当額である（労働基準法７６条，労働
者災害補償保険法１４条）であるから，原告が填補を受けていない休業損害額は，
上記金額の６分の４である６万４８７８円となる。
    ク  後遺症による逸失利益　零（原告の主張１４９万２２４９円）
      　原告の後遺症について，証拠（甲４，５，１１）によると，原告の左上肢
の前腕部から肘付近にかけて，長さ５ミリメートルないし３６ミリメートルの縫合
痕９本が残存したこと，原告の上腕部から手関節にかけての部分に疼痛としびれが
あること，そのため，原告は，腕時計を使用できず，かばんや傘を腕にかけること
ができないこと等の事実が認められる。
      　しかしながら，証拠（甲１７）によると，平成１３年度における症状固定
後の原告の年収は，前年同月の年収に比較して顕著な変化がないことが認められる
から，後遺症による逸失利益を認めることができない。
      　もっとも，後遺症を抱えた原告が，本件事故前の収入を下回らない収入を
上げるために，後遺症の苦痛に耐えながら，本件事故前以上に努力しているものと
推認できるから，そのことは慰謝料算定において斟酌するべきである。
    ケ　後遺障害慰謝料　１３０万円（原告の主張額２００万円）
      　クで認定した原告の後遺障害は，自賠法施行令２条の後遺障害別等級表１
４級４号（上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの），１０号（局



部に神経症状を残すもの）に該当し，総合して１４級に該当するというべきであ
る。
      　そして，上記後遺症に対する慰謝料としては，その程度，内容，クで記載
した事情等を考慮し，１３０万円が相当である。
  ２　過失相殺
    　本件事故の発生については，原告の軽率な行為が一因をなしている。すなわ
ち原告は，必要もないのにわざわざ本件飼犬をかまいに行き，本件飼犬の左前足を
自分の右手に掴んだ状態で，本件飼犬の右前足を自分の左手で掴もうとしたのであ
って，本件飼犬は，両足を掴まれ，無防備な姿勢を強要されることを警戒して原告
を攻撃したものと推認できる。
    　そうすると，被告に支払いを命じる損害賠償額を定めるについては，原告の
上記過失を斟酌するべきである。そして，双方の過失の内容，程度等を比較勘案
し，原告が被った損害のうち，６割を過失相殺し，被告に対し，その４割について
支払を命じるべきである。その金額は，９０万４３２０円となる。
    （計算式）2260800×4/10=904320
  ３　損益相殺
    　原告は次の(1)(2)のとおり損害の填補を受けた。２の金額から(1)(2)の金額
を控除すると，６４万３４３４円となる。
    (1)　労災保険給付（１のアとカの合計額）２４万０８８６円
    (2)　被告の既払金　　　　　　　　　　　　　　　　２万円（争いがない）
  ４　弁護士費用
    　本件訴訟の内容，審理経過，認容額等に照らし，本件事故と因果関係のある
弁護士費用は金１０万円をもって相当と認める。
第３　結論
  　以上の事実によれば，原告の本訴請求は，金７４万３４３４円及びこれに対す
る訴状送達の日の翌日である平成１３年８月７日から支払済みまで民法所定の年５
分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で正当として認容するべきであ
り，その余は失当として棄却するべきである。
          京都地方裁判所第１民事部

　　　　　　　　　　裁　判　官　  井　　戸　　謙　　一


